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 成年後見制度って? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法定後見制度」 
 既に認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なために、ご自

身で法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる援助者(成

年後見人･保佐人･補助人)を選任して、ご本人を法的に支援する制度です。 

  

 

 

 

 

「任意後見制度」   
 将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ「誰に」「どのよう

な支援をしてもらうのか」を契約によって決めておく制度です。 

 

 

  

 

 

 

例えば、こんなとき･･･ 

●介護･療養費用を得るために、所有している不動産の処分を 

したいが、判断能力が不十分で一人で行うことが難しい。 

●今までにも何度か消費者被害に遭っていて、クーリングオ 

フなどの手続きでは間に合わない。 

 

例えば、こんなとき･･･ 

●将来、認知症などで自分自身のことができなくなってしま 

ったときに備えて、元気なうちに財産管理や介護の手配 

などをしてくれる人を決めておきたい。 

 

 

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力

が不十分になり、自分ひとりでは、契約や財産管理などをすることが難しい

方が、自分らしく安心して生活できるように、その方の権利を守り、法的に

支援する制度です。法的に権限を与えられた後見人などが、ご本人に代わっ

て財産管理や身上監護を行います。 

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。 
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法定後見制度 任意後見制度 

既に、判断能力が不十分な方の権利や財産を

保護するため、家庭裁判所に後見等開始の申

立を行います。 

申立ができる方は、本人、配偶者、四親等内

の親族などです。 

判断能力に応じて｢補助｣･｢保佐｣･｢後見｣の 3

つの類型に分けられます。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来、判断能力が衰えた時に備えて、あらかじ

めご本人が選んだ方(任意後見人)に、支援して

ほしい事柄について代理権を与える契約(任意後

見契約)を公正証書で結んでおきます。この任意

後見契約は、公証役場で結ぶことができます。 

本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に

任意後見監督人の選任申立てを行います。 

申立のできる人は、本人、配偶者、四親等内の

親族、任意後見人になる人(任意後見受任者)な

どです。 

家庭裁判所から選任された成年後見人等が、本人

の生活等に配慮しながら法律行為(財産管理･身上

監護)を行います。 

家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初め

て、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人とし

ての活動が始まります。 

   判断能力を常に欠く状態で、日常の買

い物なども一人では難しい方 

後

見 

   判断能力が著しく不十分で、日常の買

い物などは一人でできるものの、重要

な財産管理･処分などは難しい方 

保

佐 

判断能力が不十分で、重要な財産管

理などを一人ですることが不安な方 

補

助 



- 3 - 

 

 

◆同意権・・・本人が契約などの法律行為をするときにそれを承諾する権限 

 〈例えば〉・家のリフォーム契約を本人がするときは、保佐人･補助人の承諾が必要 

      ※成年後見人には同意権はありません。(被後見人には契約能力がないとされているため。) 

◆取消権・・・本人が成年後見人等の同意なしで行った法律行為などを取消す権限 

 〈例えば〉・本人が一人で必要のないリフォーム契約をしてしまったときに、成年後見人等の同意なしにした 

契約は、成年後見人等が取消すことができます。但し、日常生活に関する行為は取消すことがで 

きません。 

◆代理権・・・本人に代わって後見人等が取引や契約などの法律行為をする権限 

〈例えば〉・通帳から本人に代わってお金を引き出すことができます。 

・本人に代わって施設入所契約をすることができます。 

類 型 
法 定 後 見 制 度 

補 助 保 佐 後 見 
 

 

 

対象となる人 

認知症や知的障がい、精神

障がいなどにより、判断能

力が不十分で、重要財産管

理等を一人ですることが不

安な方、日常生活にある程

度支援が必要な方 

判断能力が著しく不十分

で、日常の買い物など

は、一人でできるもの

の、重要な財産管理・処

分等は難しい方、日常生

活にかなりの部分で支援

が必要な方 

常に判断能力を欠く状態

であり、日常の買い物な

ども一人では難しい方、

日常生活で常に支援が必

要な方 

医師による鑑定 原則として不要 必要 原則として必要 

家庭裁判所に申立できる人 本人、配偶者、四親等内の親族(右ページ図を参照)、市区町村長、任意後見人など 

審判開始の要件 

〈本人の同意〉 
必要 不要 

 

同意権 

･ 

取消権 

 

 

取消しが可能な行為 

申立の範囲内で家庭裁判所

が定める法律行為 

(民法 13 条 1 項に定める

行為の一部) 

 

民法 13 条 1 項に定める

行為 

 

すべての法律行為 

※但し、日常生活に関することは除きます。 

本人の同意 必要 不要 

代理権 
範囲 申立の範囲内で家庭裁判所が定める法律行為 すべての法律行為 

本人の同意 必要 不要 

職務内容 ・本人の生活、療養看護に関する事務 

・財産に関する事務(同意権・取消権・代理権の範囲内) 

・本人の生活、療養看護

に関する事務 

・財産に関する事務 

援助者の責務 本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮する。 

制度を利用した場合の資格な

どの制限 
－ 

医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位

を失います。 
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 法定後見の申立ができる人は･･･ 

 ・本人、配偶者、四親等内の親族(下図のとおり) 

 ・任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人 

 ・市区町村長、検察官 など 

 

 

 

申立書 

ご親族などで申立て

が困難な方はご相談

ください! 
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□申立書類を用意します! 

(※家庭裁判所や伊勢原市社会福祉協議会などで配布。インターネットから 

ダウンロードすることもできます。) 

□申立に必要な書類を揃えます!(※住民票や戸籍謄本など) 

□申立用の診断書を取ります! 

□成年後見人等の候補者を決めます!候補者がいない場合でも家庭裁   

 判所が適任者を選任します! 

 

 

 

□申立書類が整ったら、家庭裁判所に電話で申立て受付の予約を取 

ります。横浜家庭裁判所 小田原支部後見係 ☎0465-22-6946 

 

 

 

 

 

□申立人が申立書類を整え、家庭裁判所に申立てします!  

(※申立人に該当する親族がいない場合は、市長が申立をすることができま

す。) 

 

 

 

 

□申立て予約日時に、原則として申立人や成年後見人等候補者との 

面接が家庭裁判所で行われます!  

(※原則として、申立て予約日当日に申立書類を家庭裁判所に提出します。) 

          □申立時の費用として、収入印紙代や切手代などが必要です! 

           また、家庭裁判所が鑑定を必要とする場合は、鑑定費用を納めま 

す! 

  □このほか、本人の意思を尊重するため、家庭裁判所が本人(後 

見案件を除く)の意見を聴くことがあります!  

(本人が家庭裁判所に出向けない場合は後日、家庭裁判所の調査官が 

本人を訪問することもあります。) 

□本人の判断能力について、医師の鑑定が行われることがあります! 

ちょっとアドバイス 申立人が申立に必要な書類を揃えたり、申立書を作成する

ことが困難な場合は、弁護士か司法書士の専門家に申立手続きを委任することもでき

ます! ※費用については、委任される弁護士などにご確認ください! 

申立

準備 

申立 

審判

手続 

注 意! 後見(保佐･補助)開始の申立てをした場合には、一旦申立てをした以上、 

後見人等が選任される審判の前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げ

ることができません。 

◆申立て受付の予約時間帯／ 

平日の午前 9 時 30 分～正午と午後 1 時～4 時 30 分までの時間帯 

◆申立て受付／毎週月・水・木のうち 

(1)午前 9 時 30 分 (2)午後 1 時 00 分 のいずれかの曜日･時刻です。 
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□申立てに対して、家庭裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後 

見人等を決めます! 

 

 

             

□家庭裁判所の審判結果が、申立人と本人、成年後見人等に告知･ 

通知されます! 

(※告知･通知が届いてから 2週間後に審判が確定し、正式に成年後見人等 

  の就任が決まります。) 

 

           □法務局(東京法務局民事行政部 後見登録課)に登記されます! 

             (※登記事項証明書は四親等内の親族以外は、取ることができません。 

               なお、戸籍には記載されません。) 

              

 

 

 

 

 

           □成年後見人等が本人の生活状況等に配慮しながら、財産管理や福 

祉サービスなどについて、契約の締結などの法律行為を行いま 

す! 

 

           □成年後見人等は、家庭裁判所の監督を受けます! 

             (※本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等からの申立又は家庭裁判 

所の判断で後見等監督人が付き、成年後見人等の業務を監督することや 

後見制度支援信託の検討をすることもあります。) 

          

           □成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が本人の収入や資産、成年後 

見人等の事後と内容を総合的に判断して決めます! 

後見業務にかかった事務費用の実費については、本人の財産から 

成年後見人等に支払われます! 

審判 

告知 

通知 

成年

後見

登記 

法定

後見

開始 

ちょっとアドバイス  

審判確定後、成年後見人等の登記が完了するまでに、概ね 1～2 週間ほどかかり、登

記事項証明書が入手できるまでに多少時間がかかります。その間に、成年後見人等と

しての業務を行う場合には、｢審判書｣と家庭裁判所が発行する｢審判確定証明書｣で行

うこともできます。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1521082595/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdG1hbnNpb24uY29tL2ltYWdlLzQ1Mi9kb3dubG9hZA--/RS=^ADByE8W1T5U6nFWnF42ivo1vkD7OhE-;_ylt=A2RCCzFjj6ha1xwA2USU3uV7
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  例えば･･･ 

   ●預貯金の通帳、その他の財産の保管 

   ●預貯金、有価証券などの管理 

   ●預貯金口座の開設、預け入れ、払い戻し、  

解約 

   ●公共料金、介護保険、国民健康保険料、 

生活や療養などのために必要な支払い 

   ●税金の申告 

   ●不動産の管理、処分(賃貸借契約)、増改築工事の契約 

   ●賃地･貸家の管理(賃料収入の管理) 

   ●遺産分割、遺産･贈与の受領 

   ●異議申し立て･訴訟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとアドバイス  

〈通帳記帳による入出金のチェック〉 

□ 支出では、家賃、光熱水費などの公共料金、福祉サービス 

利用料など、毎月必ず支払いがあるものは、口座振替(引落)に 

しておくことも可能。 

□ 小口現金は、金銭出納帳で管理を! 

(本人の預金や預かり金からの支払いと、成年後見人等が本人のために立て替えた 

費用の実費は明確に分けておきましょう。また、領収書も日付順にノートに貼る等

して保管しておきましょう。) 

 

〈取消権の行使〉 

□ 悪質な訪問販売や勧誘セールスなどにより、本人が 

した売買契約の取消しや、本人に不利益となるよう 

な契約の取消し。 

 

〈その他、預かり財産や不動産の管理など〉 

□ 成年後見人等の就任時のみならず、その後も定期的に全財産の目録を作成(更新)

し、家庭裁判所に提出します。 
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例えば･･･ 

 ●日常生活の見守り 

 ●入退院の手続き、医療費の支払い 

 ●施設入退所契約 

 ●福祉サービスの契約、処遇の見守り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 ●財産管理及び身上監護の状況を、定期的に家庭裁判所へ報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇介護や家事援助などの労働 

◇入院･退院時の身元引受け、保証 

◇手術などの医療に関する同意 

◇養子縁組、認知、結婚などの身分行為 

◇遺言、臓器提供、延命治療など、本人自身の意思に基づく 

ことが必要な行為 

◇葬祭、埋葬、家財の整理など、死後の手続きや相続手続き 

※民法の改正(平成 28 年 10 月 13 日施行)により、成年後見人に限り、火葬･納骨に関する契約を締結でき

るようになりましたが、事前に家庭裁判所がその許否を判断します。 

ちょっとアドバイス  

〈定期的な見守りで留意すること〉 

□ 利用している介護保険サービスや福祉サービスが、現状のプラン 

のままでよいか、またケアプランどおりに提供されているのか。 

提供されたサービスが、本人の心身状況や生活状況にあっている 

のか。 

□ 日常生活の中で、個人として尊重され、安全･安心して過ごすことができている

か。 

 

【家庭裁判所の許可が必要な事項】 

◆居住する不動産の売却や抵当権の設定 

◆居住する家屋の賃貸借契約の解除など 

◆多額の財産の変動や支出など 

 

 

報告書 

 

 

 

 

 

ケアプラン 
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□将来、どのように暮らしたいか、まず自分で考えます。 

    □任意後見人を引き受けてくれる人(任意後見受任者)を選 

びます。 

               □任意後見受任者と話し合い、どのようなことを依頼する 

かを決めます。 

  

 

 

 

 

                             □任意後見受任者と一緒に公証役場に出向き、任意後見契 

約を結びます。 

               □公正証書作成の手数料と後見登記の費用がかかります! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとアドバイス  

任意後見制度は、判断能力が不十分になった時に備えるものです。 

判断能力が十分でも、身体が不自由になって財産管理などを依頼したい

場合には、別途｢任意の財産管理契約｣を結ぶ方法もあります! 

ちょっとアドバイス  

公正証書は、全国どこの公証役場でも作成できます。公証役場まで出向

けない場合は、公証人に出張してもらうこともできます。(※別途出張費

用がかかります!) 

契 約 

準 備 

任意後見 

契約･登記 

 

認知症や病気など 

により判断能力が 

不十分になった時!! 

 

 

将来、認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、希望する生活

を実現するために、財産管理や身上監護を行ってもらう任意後見人を、あら

かじめ自分自身で選び、任意後見契約を結んでおく制度です。 

任意後見契約は、公証役場で公証人が作成する公正証書で結びます。 

任意後見人が、後見人として活動を始めるのは、本人の判断能力が不十分

となり、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任手続きをし、家庭裁判所が任意

後見監督人を選任してからとなります。 

 

 



- 10 - 

 

 

 

               □本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が、 

家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をします! 

 

               □申立時の費用として、収入印紙代や切手代などが必要で 

す! 

 

 

               □任意後見監督人が選任された後、任意後見受任者は｢任意 

後見人｣となります!任意後見人は、任意後見契約に基づ 

き、財産管理や身上監護の事務を行います! 

 

               □任意後見人には、あらかじめ契約していた報酬を支払い 

ます! 

 

               □任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めます! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとアドバイス  

任意後見人には、本人が不利益な契約などを結んでしまった場合の｢取消

権｣はありませんので、ご注意ください! 

【任意後見監督人の選任申立に必要な書類】 

◆任意後見監督人選任申立書 

◆申立人の戸籍謄本(本人以外が申立てるとき) 

◆本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書 

◆任意後見契約公正証書の写し など 

 

任意後見

監督人の

選任申立 

任意後見

監督人の

選任 

と 

任意後見

開始 

 

申立書 
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□成年後見制度の申立ては･･･(伊勢原市の場合) 

 ◆横浜家庭裁判所 小田原支部後見係 

 〒250-0012 小田原市本町 1-7-9 電話：0465-22-6586(代表) 

(交通／JR東海道線,小田急電鉄,箱根登山鉄道「小田原駅」下車徒歩 13分) 

□任意後見契約については･･･ 

◆厚木公証役場 

 〒243-0018 厚木市中町 3-13-8 セトビル 2階 電話:046-221-1813 

 ◆日本公証人連合会 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 5階 電話:03-3502-8050 

□成年後見登記や登記事項証明書については･･･ 

 ◆東京法務局 民事行政部 後見登録課〔※窓口･郵送でも可〕 

 〒102-8226 東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2合同庁舎 4階 電話:03-5213-1360 

 ◆横浜地方法務局 後見係〔※窓口のみ〕 

 〒231-8411 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2合同庁舎 7階 電話:045-641-7976 

□成年後見制度一般については･･･ 

◆法務省民事局 

〒100-8977 東京都千代田区霞が関 1-1-1 電話:03-3580-4111(代表) 

□主な成年後見人等の候補者の紹介については･･･ 

 1)弁護士   神奈川県弁護士会 成年後見センターみまもり 

        〈相談受付:平日の午前 9時 30分～午後 4時 30分※12時～13時を除く〉 

                               電話 045-211-7720 

神奈川県弁護士会 小田原法律相談センター 

〈相談受付:平日の午前 9時 30分～午後 5時〉   電話:0465-24-0017 

 2)司法書士  公益社団法人成年後見ｾﾝﾀｰ･ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ神奈川県支部 

〈相談受付:平日の午前 10時～午後 5時〉    電話:045-640-4345 

 3)社会福祉士 公益社団法人神奈川県社会福祉士会ぱあとなあ神奈川 

〈相談受付:火・木曜日の午後 2時～午後 5時〉  電話:045-314-5500 

 4)行政書士  一般社団法人ｺｽﾓｽ成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ神奈川県支部   

〈相談受付:平日の午後 1時～午後 4時〉        電話:045-222-8628 
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こんなとき、お気軽にご相談ください!! 
★将来、判断能力がなくなった時のことが心配。 

★判断能力に不安がある。福祉サービスの利用を手伝っ  

てほしい。 

★知的や精神障がいがあって支援を必要としている子 

どもの後見を考えたい。 

★成年後見制度について詳しく知りたい。 

★遺言書を作りたい。 

★相続について詳しく知りたい。 など 

 

1. 一般相談〈無料〉 

電話や窓口で、成年後見制度などに関するご相談を随時お受けします! 

※月～金曜日(年末年始・祝祭日を除く) 午前 8時 30分～午後 5時 

 

2. 行政書士、弁護士、税理士による専門相談〈無料〉※事前予約制 

成年後見制度をはじめ、相続や遺言、多重債務、自己破産、任意整理、解雇、

不動産、親族後見人等の税務申告などについてのご相談をお受けします! 

あらかじめお電話でお申込みください。(☎ 0463-94-9600へ) 

相談時間／原則としてお一人 40 分以内となります。 

相談場所／いずれも伊勢原市社会福祉協議会 1 階 相談室 

 

〔◆相談員:行政書士〕〔相談日〕原則として毎月第 2水曜日の午後 1時～午後 3時 

 

〔◆相談員:弁 護 士〕〔相談日〕原則として毎月第 3水曜日の午後 4時～午後 6時 

 

〔◆相談員:税 理 士〕 〔相談日〕不定期です。相談日時については、お問合せください。 
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3. 成年後見制度利用支援〈無料〉※事前予約制  

成年後見の申立を考えているご家族などを対象に、 

具体的な申立手続きのしかたを家庭裁判所の申立 

書類を使い、書き方等を説明します。 

 

4. 成年後見人等候補者に関する情報提供 

弁護士や司法書士などの専門家に成年後見人等を 

依頼する場合の相談先について情報提供します。 

 

5. 成年後見制度や権利擁護に関わる普及･啓発活動 

市民や企業、当事者団体などを対象に、成年後見 

制度や権利擁護制度についての普及･啓発活動を 

行います。〔出前講座など〕 

 

6. 市民後見人の養成･活動支援 

伊勢原市では、平成 26年度より成年後見人等の 

新たな担い手として、同じ市民の立場で被後見人 

等を支援する｢市民後見人｣の養成と活動支援に取 

り組んでいます。 

 

7.事例検討機能と関係機関とのネットワーク形成 

 複雑・多様化した課題で相談機関等が対応に苦慮し 

ているケースについて、専門家を交えた検討を行い、 

予防と早期対応を図ります。 

 また、関係機関がスクラムを組んで地域の権利擁護 

を推進するための連絡調整機能を強化します。 

 

8.あんしんセンター事業(日常生活自立支援事業)の利用相談 

高齢者や障がいのある方を対象とした｢金銭管理｣や｢福祉サービスの利用援

助｣などを契約に基づき行う事業です。 

 〔契約によるサービス〕 ※詳しくは別紙をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度って?? 
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  ●福祉サービス利用援助、定期訪問･金銭管理サービス 

  ●預金通帳などの財産関係書類等の預かりサービス 

  ※上記サービスは、契約能力があることが前提条件 

となります。 

また、利用料も原則必要となります。 

 

 

 

 

あんしんセンター事業(日常生活自立支援事業)

と成年後見制度の関係 
  

自分で契約などの手続きや財産の管理ができなくなり、あんしんセンター事業

(日常生活自立支援事業)の範囲を超えた支援が必要になった場合には、成年後見

制度が利用できます。(※別途、家庭裁判所への申立が必要となります!) 

 家庭裁判所が選任した成年後見人等が、家庭裁判所の監督のもとに法的な権限

を持って、ご本人の支援をします。 

 

◇あんしんセンター事業(日常生活自立支援事業) 

と成年後見制度の利用対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

本人と契約 

 任意後見 

補  助 

保  佐 

契約できない 
 

後  見 

成年後見制度 
判断能力あり 

判断能力なし 

移 行 

 

お気軽に 

ご相談ください! 
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◇あんしんセンター事業(日常生活自立支援事業) 

と成年後見制度の支援範囲の違い 
 

主な支援項目 支援内容の例 
あんしんセンター 

(日常生活自立支援事業) 
成年後見制度 

日常生活に 

関すること 

 
 

 

・日常的な金銭管理 ○ ○(※取消しはできない) 

・預金通帳などの保管 ○ ○ 

・年金の受領 ○ ○ 

・介護保険や福祉 

サービスの利用契約 
△(※手続き支援のみ) ○ 

・病院の入院契約 △(※手続き支援のみ) ○ 

療養･看護に 

関すること 

 

・医療や住居の確保 × 
○ 

(※医療同意まではできない) 

・施設への入退所契約 △(※手続き支援のみ) ○ 

・施設での生活の見守

り、異議申立て 
× ○ 

重要な財産に 

関すること 

 

・不動産の処分 × 
○ 

(※事前に家裁の許可が必要) 

・遺産分割 × ○ 

・消費者被害の取消し △(※手続き支援のみ) ○ 

 

   

 

                       

安心して暮らせるわね! 
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案   内   図 


